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郵便物受取サービス業者（私設私書箱業者）は、犯

罪による収益の移転防止に関する法律により、郵便物

受取サービスを提供する中で、犯罪による収益との関

係が疑われる郵便物を受け取った場合等は、行政庁

へ届出義務が課されています。
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疑わしい取引制度について

• 経済活動の健全性と信頼性を確保するため、郵便物受取
サービス業者は、疑わしい取引の届出が義務付けられてい
ます。

• 行政庁に提出された届出は、マネー・ローンダリング対策
や犯罪捜査等に役立てるため、国家公安委員会（警察庁）
へと通知されます。

• なお、疑わしい取引の届出は、顧客や第三者に漏らしては
いけません。
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•疑わしい取引の発
見

•疑わしい取引の届
出

郵便物受取

サービス業者

•疑わしい取引の届
出の受理

•疑わしい取引の届
出の通知

経済産業省

サービス産業課 •届け出られた情報
の整理分析

•届出のデータベー
ス化

国家公安委員会
（警察庁）

•各捜査機関 等
•外国FIU 等

捜査に活用

パソコン（ｅ－Ｇｏｖ：電子政府の総合窓口）による届出も可能です。
詳しくはJAFIC（警察庁 犯罪収益移転防止管理官）の
ホームページをご確認ください。
→http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/index.htm



疑わしい取引について
「疑わしい取引」とは法律上、以下の様に規定されています。

郵便物受取サービスにおいて収受した財産
（例：郵便物受取サービスで受け取った郵便物）

○その財産が犯罪による収益の疑い

郵便物受取サービス契約を結ぶ顧客

その顧客が郵便物受取サービスを利用して、
○犯罪による収益の実態仮装をしている疑い
○犯罪による収益の隠匿をしている疑い
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○犯罪による収益の隠匿をしている疑い

郵便物受取サービスを提供する中で、これらの様なケースや
事実があった場合、郵便物受取サービス業者は届出を行わな
ければなりません。

これらの参考事例として、届出のガイドラインをホームページ
で公表しています。次ページ以降をご参照下さい。
→http://www.meti.go.jp/policy/servicepolicy/new_page_4.htm

解 説
上記から、以下のケースが想定されます。

○郵便物に「お金在中」と書いてあり、詐欺の疑いがあ
る。

○契約している受取の名義から、金融業者を装ってい
る疑いがある。



疑わしい取引 参考事例
（疑わしい取引の届出ガイドライン）

① 顧客が会社等の実態を仮装する意図でサービスを利用するおそれがあり、
それがマネー・ロ－ンダリングやテロ資金等の犯罪収益の供与に用いられる
であろうことが、うかがわれる取引。

② 顧客が自己のために活動しているか否かにつき疑いが生じたため、真の受
益者の確認を求めたにもかかわらず、その説明や資料提出を拒む顧客に係
る取引。

③ 同一名義人である顧客が複数の法人名義で郵便受取サービス契約を希望
する取引。

④ 顧客に対して、頻繁に多額の金銭が送付された取引。

⑤ 顧客あてにヤミ金融業者やペーパーカンパニーと思われる営業名称で現金⑤ 顧客あてにヤミ金融業者やペ パ カンパニ と思われる営業名称で現金
書留や電信為替での送金があった取引。

⑥ 顧客が架空名義又は借名で契約をしている疑いがある取引。

⑦ 取引の秘密を不自然に強調する顧客及び届出を行わないように依頼、強要、
買収等を図った顧客に係る取引。

⑧ 暴力団員、暴力団関係者等に係る取引。

⑨ 職員の知識、経験等から見て、契約事務の過程において不自然な態度、動
向等が認められる顧客に係る取引。

⑩ 犯罪収益移転防止管理官（※）その他の公的機関など外部から、犯罪収益
に関係している可能性があるとして照会や通報があった取引。

（※）警察庁刑事局組織犯罪対策部犯罪収益移転防止管理官（JAFIC）

ガイドラインに付されている番号は、届出の際に必要となります。（届出番号）
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疑わしい取引の届出方法
疑わしい取引の主な届出方法は２通りあります。

① インターネットによる届出

② 郵送（文書）による届出

疑わしい取引の届出は特定事業者の義務として、郵便物受
取サービスを営むにあたり複数回の届出も想定されます。

経済性・迅速性の観点からも、①の方法が推奨されます。

① ②
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①

インターネットを利用して

届け出る方法

•７ページへ

②

郵送（または持参）で書類を

経済産業省宛に届け出る方法

•【様式】に必要事項を記入の上、
市販の封筒に入れて、サービス
産業課宛てに郵送してください。

※ 【様式】は、郵便物受取サービス業者以外の業種（金融機関等）の使
用も想定されたものです。
【別記様式第１・２・３号】がありますが、郵便物受取サービス業者が届
出を行う際に、最低限必要となるのは第１号です。第２・３号は、取引
の内容により届出る必要のない場合があります。
また支店・営業所の有無等によって、記入できる箇所も異なってきます
ので、記入できない点は記入不要です。

【 】は参考として別添で添付しています。



疑わしい取引の届出
インターネットで届け出る場合

警察庁への

申込書郵送

•届出に使用するID・パスワードを、郵送で申し込む必要があります。
•【事業者ID発行申請書】に必要事項を記入し、郵送して下さい。（【事業者ID発行
申請書】はJAFICホームページから取得できます。）

警察庁からの

返信

•ID・パスワードが記された通知書と、手順を示した文書が返送されます。
•手順に従ってホームページにアクセスの上、届出作成プログラムをダウンロード
し、パソコンへインストールしてください。（事前の設定や使用方法は、ダウン
ロードページに掲載されている操作マニュアルをご覧ください。）

事
前
の
準
備
（
初
回
の
み
）

• インストールした届出作成プログラムを使用して、届出書を作成します。

• この方法で初めて届出を行う場合、「事前の準備」の
手続が必要となります。

• ID・パスワードの申請は事業者毎に１つです。

• ２回目からの届出は、届出書の作成→届出となりま
す。
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届出書の

作成

•詳しくは、警察庁ホームページ「疑わしい取引の届け出による留意事
項」・「疑わしい届出の入力要領」をご参照ください。

届出の方法

•取引に関する参考資料（本人確認記録など）を画像ファイル（PDF等）に
し、作成した届出書と共に、届出作成プログラム上で暗号化します。

•暗号化したファイルを、インターネット上（電子政府の総合窓口：ｅ－Ｇｏ
ｖ）で送信します。



疑わしい取引の届出
郵送で届け出る場合

郵送に使用する【様式】は、
警察庁ホームページからダウンロード可能です。

警察庁 刑事局 組織犯罪対策部
犯罪収益移転防止管理官
（ＪＡＦＩＣ）

→ http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/index.htm
疑わしい取引の届出と届出先行政庁

＜届出様式（ＰＤＦ）＞ ☆ 別記様式第１号～３号
☆ 別記様式第４号☆ 別記様式第４号
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届出に関する詳しい情報は、
警察庁作成「疑わしい取引の届出方法」
または警察庁 刑事局 組織犯罪対策部
犯罪収益移転防止管理官 運用係にお問い合わせ下さい。

℡ ０３－３５８１－０１４１（内線：４９２６、４９２７）

また、手引きに関してご不明な点は、
経済産業省 サービス産業課までお問い合せ下さい。

℡ ０３－３５０１－１５１１ （内線：４０４１）
→http://www.meti.go.jp/policy/servicepolicy/new_page_4.htm


